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番号

2

3 就業規則について

就業規則を作成しているが、監督署には届け出
ていない。

労働条件に関する自主点検票

点検項目

1

2

3

4

5

労働条件全般について口頭で明示しているが、
書面の交付等はしていない。

労働時間、賃金等の労働条件の一部についての
み口頭で明示している。

労働契約締結時には労働条件を明示していな
い。

労働条件の具体的な内容（労働時間、休日、休憩、休暇、賃金
の決定・支払い方法、解雇を含む退職に関する事項など）を定
めた「就業規則」を作成していますか。また、就業規則の内容
が実際の勤務の状況に合っていますか。

（注）書面の交付又は労働者の希望に応じてファクシミリ、電子メール等
による方法も認められています。
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結果 解説

労働条件の明示について

労働契約を締結するとき、労働時間、賃金、退職（解雇の事由
を含む）、安全衛生などの労働条件を労働者に明示しています
か。その場合、労働時間、賃金等に関する事項について書面の
交付等（注）により明示していますか。

労働条件通知書の交付等により労働条件全般に
ついて明示している。

労働条件全般について口頭で明示するととも
に、労働時間、賃金等に関する事項については
書面の交付等により明示している。

常時使用する労働者が10人未満である（就業規
則の作成・届出義務はありません）

＊常時使用する労働者が10人以上の場合は以下
２～５に進んでください。

※パート・有期雇用労働者の場合の注意点　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000046152.html

円

最も賃金の低い労働者の１時間当たりの賃金額

（注）最低賃金減額特例許可を受けている者を除いてください。賃金が時
間給でない場合は、右記の「解説」を参考に１時間あたりに換算した金額
を記入してください。

令和７年10月４日以降の宮城県最低賃金は、時間額1,038円で
す。
事業場で最も賃金の低い労働者（注）の1時間当たりの賃金額
は、いくらですか。

最低賃金について

就業規則を作成して監督署に届け出ており、内
容も実情に合っている。

就業規則を作成して監督署に届け出ているが、
内容が実態に合っていない。
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点検項目 結果 解説

5 就業規則を作成していない。

番号

4 労働時間の把握について

⑴ 1 ◆

2

3

5

番号

5 労働時間の実績について

⑴ １か月の労働時間 1 時間外・休日労働はなかった ◆

ア 2 月45時間以下であった

3 月45時間以上月80時間未満であった

4 月80時間以上であった

番号

◆

【過重労働による健康障害防止のために】

⇒

⇒

◆

◆

タイムカード等客観的な記録を基に時間を把握

上司等によって直接時間を把握

自己申告を基に時間を把握

出勤簿に押印等により、出勤・欠勤のみ把握
（始業・終業時間は未把握）

全く把握していない

4

　1か月の総労働時間＝所定労働時間＋時間外労働時間＋休日労働時間

過重労働による健康障害を防止するため、時間外・休日労働時間の実績が１か月当たり80時間を超えている場合は、
これを80時間以下とするための具体的方策を検討の上、改善するよう努める必要があります。

貴事業場において、労働者の労働時間はどのように把握し
ていますか。

「時間外・休日労働時間」とは、休憩時間を除き、1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた
時間のことです。

　1か月の時間外・休日労働時間＝１か月の総労働時間－（計算期間1か月間の総暦日数／７）×40

令和６年１月から同年12月までの間において、１か月の
時間外・休日労働時間数（時間外労働時間及び休日労働
時間の合計）が、最も長い労働者で何時間でしたか。

平成31年４月から、改正労働安全衛生法第66条の８の３に基づき、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュー
タ等の電子計算機の使用時間（ログインからログアウトまでの時間）の記録等の客観的な方法により労働者の労働時
間の状況の把握が義務付けられています。
また、使用者は、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」（平成29年１月20
日厚生労働省策定）に基づいて、労働時間を適切に管理する責務を有しています。
このため、「４」又は「５」については改善が必要です。

時間外・休日労働が１か月45時間を超えて長くなればなるほど、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が高まるとの
医学的知見が得られており、上の図はこの知見を踏まえたものです。

令和２年４月１日以降は、時間外・休日労働が「１か月100時間未満」、「２～６か月平均80時間以内」とする上限
規制が適用されています。このため、当該基準を超える労働者がいた場合は改善に向けた対応が必要です。

１、２、３のいずれかを回答した皆様
→　設問5⑵へお進みください。

４と回答した皆様
→　設問5⑴イへお進みください。
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点検項目 結果 解説

イ ◆

（例）

（令和　　　　年　　　月実績）

ウ ◆

（例）

⑵ １年間の労働時間

ア ◆

◆

⇒ （例）

⇒

イ 1年間合計で

時間

うち、１か月
100時間以上

人

「１か月100時間未満」について、以下の例では、10月の時間外労働が95時間、休日労働が12時間、合計107時間とな
るため法違反となります。

年間720時間を超える時間外労働を行った労
働者はいない　場合

令和２年４月１日以降は、時間外労働が「年間720時間」とする上限規制が適用されています。このため、年間720時
間を超える時間外労働を行った労働者がいる場合は、改善に向けた対応が必要です。

「年間720時間」について、以下の例では、年間の時間外労働が合計750時間となるため法違反となります。

年間720時間を超える時間外労働を行った労
働者がいた場合は、上記に人数を記載し、5
⑵イへ

令和６年１月から同年12月までの間において、時間外労
働が年間720時間を超えた労働者はいましたか。いた場
合、当該人数は何人でしたか。
（事業場の開設が上記期間の途中であった場合は、開設
日以降12月までの実績でご回答ください〔以下、(2)の
質問において同じ〕。）

時間外労働
年間720時間超え

人数

人

→　「0人」と記載し、5⑵ウへお進みくだ
さい。

→　該当する労働者の人数を記載し、5⑵イ
へお進みください。

時間外労働が最も
長かった労働者

5⑵アのケースにおいて、時間外労働が1年間で最も長
かった労働者は年間合計で何時間でしたか。

令和６年１月から同年12月までの間において、２～６か
月平均で１か月80時間を超える時間外・休日労働を行っ
た労働者は何人いましたか。

2～6か月平均で時間
外・休日労働が１か月

80時間超え
人

「２～６か月平均80時間以内」について、以下の例では、９月から11月までの時間外・休日労働時間の平均が80時間
を超えるため法違反となります。

人数

人

令和６年１月から同年12月までの間で、全労働者の時間
外・休日労働時間数の総和が最も多かった月（最も忙し
かった月）における１か月80時間を超える時間外・休日
労働を行った労働者は何人いましたか。

時間外・休日労働時間

１か月80時間超え
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点検項目 結果 解説

ウ 1 ◆

2

3 （例）

番号

6

⑴ 1 届け出ていた　→　6⑵へお進みください。

2 届け出ていなかった　→　6⑶へお進みください。 ◆

番号

⑵

⑶ 1 知っていた　→　6⑷へお進みください。

2 知らなかった　→　7へお進みください。

番号

⑷ 1 残業が全くないから

2 36協定の書き方がわからないから

1 2 3

4 5 6

時間外・休日労働に関する協定について

時間外・休日労働を行うに当たり、時間外・休日労働に関
する協定（いわゆる36（サブロク）協定）を締結し、所轄
労働基準監督署長へ届け出ていましたか。

6⑴で「届け出ていた」と回答した場合にお答えください。
貴事業場の36協定において、最新の届出年月日はいつです
か。

6⑴で「届け出ていなかった」と回答した場合にお答えくだ
さい。労働者に残業をさせる場合、36協定を提出しなけれ
ばならないことを知っていましたか。

36協定の
最新届出年月日

36協定を締結したが、労基署へ提出する時間的
余裕がなかったから

過去に36協定を提出したが、毎年提出する必要
があると思っていなかったから

当てはまる番号に「〇」を記入（複数選択可）

5

6

6⑶で「知っていた」と回答した場合にお答えください。36
協定を提出していなかった理由を教えてください。（複数
回答可）

36協定を作成したが、労働者の過半数代表者と
の締結に至らなかったから

36協定を締結したが、労基署への提出を失念し
ていたから

3

4

36協定を所轄労働基準監督署長へ届け出ることなく時間外・休日労働を行わせていた場合は改善が必要です。

年　　　　月　　　　日

令和２年４月１日以降、１か月の時間外労働が45時間を超えることができるのは年間６回までです。以下の例では年
間７回となっていますので法違反となります。

令和６年１月から同年12月までの間において、時間外労
働が１か月45時間を超えた回数は何回ありましたか。当
てはまる番号をお選びください（最も回数の多かった労
働者の回数をご回答ください。）。

 ０回

 １回以上６回以下

 ７回以上
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点検項目 結果 解説

7

⑴ 1 与えている　　→　７⑶へお進みください。 ◆

2 与えていない　→　７⑵へお進みください。

番号

⑵ 1 制度を知らなかった。

2 対象となる労働者がいなかった。

3 その他の理由

番号

⑶ 1 講じている。

2 講じていない。

番号

⑷ 1 作成している。

2 作成していない。

番号

＊表中太枠で囲った部分に該当する労働者は、「年５日の年次有給休暇の確実な取得」の対象となります。

7⑴で「与えている」と回答した場合にお答えください。年
次有給休暇が10日以上付与される労働者に対し、付与した
日から１年以内に５日の確実な取得のための措置を講じて
いますか。
例）計画的付与制度の導入、時季指定など

時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類
（年次有給休暇管理簿）を作成していますか。

年次有給休暇について

雇い入れの日から６か月間継続勤務し、全所定労働日の８
割以上出勤した労働者に年次有給休暇を与えていますか。

2019年４月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日
数のうち年５日については、使用者が取得させることが義務付けられました。

7⑴で「与えていない」と回答した場合にお答えください。
与えていない理由を教えてください。

自主点検は以上で終了です。
自主点検していただき

ありがとうございました。
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